




















































第三章 保健所における監視指導事業

第7 食品関係保健所計画事業

平成11年 度食品関係計画事業テーマ及び実施結果の概要

保
健
所

事業名 内 容 結果の概要

多

摩

川

食 肉製品製

造 業に おけ

るHACCPシ

ステム導 入

に 係 る 指

導 ・助言 に

ついて

(ロー スハ

ム ・ウイン

ナ-ソ ー セ
ー ジ)

総合衛生 管理 製造 過程の承 認申

請があった施設 に対 し、厚生省の立

ち入 り審査の結果(指 摘事項が 多か

った)を 踏まえて 、獣医衛生課 と共

にHACCPシ ス テ ム導 入 の 指

導 ・助言 を行 った。

9月 及び10月 に原材料、中間製

品、製品、について細菌検査(細 菌

数、大腸菌 、大腸菌群数、サルモネ

ラ、嫌気性 芽胞菌)、 器具類 ・手指

等の拭き取 り検査、製品の添加 物検

査 を実施 した。

(1)一般衛生管理 マニュアルについて

(1)加熱後の製品が原料 肉や副原料 と交差 汚染 しないよ う取 扱いを文書 に規

定 し、チ ェックす る等必要な対策を講 じること

(2)食品が別区域に移動す る場合 は、人 の移 動でな く両区域 で食品を受渡 し

を し、交差汚染 を防止 する

(2)危害分析

発 色剤の過少使 用について危害分析す る こと

(3)CCP

(1)「蒸煮 」の管理 基準 、モニ タリング方法 等の再検討

(2)「検品工程」 の金属探知器によ る管理 の再検 討

ま とめ

指導 ・指摘 した事 項がす ぐに改善不 可能なため、承認には長時間 を要す と

考え られるが、今後 も支援 を継続す る

秋

川

食中毒発生

時における
危機管理体
制の構築

集 団給食施 設 に対 し(1)施設 の概

要(2)検診体制(3)事故発 生時の連絡

体制(4)事故発 生 時の 処置体制(5)代

替施設の確 保 につ いてア ンケー

ト(無 記名回答)調 査を行った

回答があ った施 設58(実 施施設

数70)の うち訳:老 人福祉施設1

6、 保育園16、 その他の社会福祉

施設7、 学校8、 病院5、 その他6

平均300食/日

質問(1) 省略

質問(2) 検診 につい て、施設 内に医師 がい る20施 設 、契約 医師がい る

33施 設

質問(3) 施設の食品衛生に係 る最高責任者 は 「施設長」が50施 設。異常

が発生 した場合、施設責任者に迅速な連絡体制がで きている53施 設 。保

健所への連絡体制が できている45施 設

質問(4) 検食実施58施 設 、患者の吐物 や便の保管体制 あ り19施 設 、事

故発生時、調理場 を現状維持 しておか なけれ ばいけないことを知っている

の は44施 設、従業 員の健康調査がす ぐ行える体制 あ り41施 設、給食の

継続 に関す る判断基 準がある14施 設

質問(5) 代替調理施設 あ り7施 設(内 訳:施 設 内の他 の場 所3、 関連施設

1等)、 な し51施 設 の給 食確保の方法(仕 出 し ・弁当をとる24、 弁当を

持参17、 考 えつかな い11(す べて特別食 を扱 う社会福 祉施設)、 等)

今後 も、講習会 等 をつ う じて危機管理体制 マニュアル作 りをすすめる

八

王

子

自主的衛 生

管理の 支援

について

(和菓 子製

造業)

和菓子の苦 情(カ ビ ・異物)の 発

生防止のた め、中小規模が大部分 を

占める菓 子製 造 業全体 の衛 生 レベ

ルの底上 げ を 目標 に 自主的衛生管

理の導入を支援 した。

(1):モ デル店A(モ ナカ)、B(栗

饅頭)の 危害 分析及 びCCPの 決 定

はね上げ試 験(簡 易試験紙)、拭 取

り検査、落下真菌 検査及び中間 ・最

終製品の細菌 ・真 菌検査

(2):改 善指導

検査結果び改善 点について説明。

作業マニ ュアル(CCP用)、 器 具

洗浄マニ ュアル 及 びチ ェック リス

トの提示

(3):和 菓子製造 業者(93軒)に 自

主管理につ いて講習会(1回 目)

(4):改善後の調査(自 主管理導入後

の製造所 及び 製品 の衛生状 態 を評

価 した)

(5):講 習会(2回 目)

モデル店A、B店 の 自主管理試行結

果 を基に、自主管理の有用性を説明

して各施設へ の導入 を推進す る。ま

た、アンケー トによ り、自主管理支

援前 と後 の業 界 全体の衛 生 レベル

を評価 した

(1)モデル店Aに ついて

ア.飽 製造中の跳ね 上げ試験 では、床か ら20cmま で大腸菌群が確 認 さ

れ た。

イ.拭 取 り試験 では、劣化 した釜 の木製のふた、床に置かれたボール、使

い回 しの飽 を覆 うビニールシー ト等 が大腸菌群が検出 され、一般生菌数も

高い傾 向かった。真 菌類はWallemia sebi, Cladosporium sp.が 検出 され

た。

ウ.落 下真菌 は、特 に餡製造室が検 出率が高か った。整理整頓がな されて

いない こと、かつ原材料 を保管 してお り汚染を助長

エ.餡 は1.5時 間の加熱 で製造 され るが 、加熱後バ ッ トで保管す る際 シー

トか ら汚染 されて いる。

オ.モ ナカの皮か ら施設 内で確認 された真菌類が同様に検出 され た。また、

保存試験の結果、保管 中に細 菌 ・真 菌が増殖 した ことが分か った

以上か ら、CCPを 小倉餡の加熱 と し、その他の工程 についてPP用 チ

ェックシー トを作成 した

(2)モデル店の改善 点

ア.整 理整頓、 カ ビが発生 していた壁等の清掃

イ.汚 染が顕著だ った釜の木製ふたの交換 、成型用へ らを竹 製か らステン

レス製 に変 えた

ウ.製 餡 の保存 に使 うシー トは使い捨て に変更

その結果 、拭取 り、落 下真菌とも改善 が見 られた 。 しか し、原料のモナカ

の皮は依然 と汚染 され てお り、モナ カのよ うに仕 入れ 品を使 用する場 合、

衛 生管理が課題 であ る。

(3)モナカの保存試験(25℃)

ア.和 紙 で包装(乾 燥)と イ.無 菌 ビニールに入れ る(湿 度一定)の 条件

で行った

アではモナカ由来で好乾菌のWallemiaが7日 目。一般 生菌数は10日 後も

変 化 ぜず 。 イ で は 、 一 般細 菌 数 が8日 目 で105、Wallemiaの ほ か

Penicilliumが 検 出 した。
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第三章 保健所における監視指導事業

保
健
所

事業名 内 容 結果の概要

南

多

摩

豆腐製 造業

に お け る

HACCP

シス テム導

入支援 につ

いて

対象:も め ん豆腐

(1)管内営業者 の製品 の細菌検査(21

検体)

(2)モデル店(2施 設)の 聞 取 り調査

及 び製 品検査(中 間製品、最 終製品、

拭 き取 り)

(3)モデル店の指導後の製品検査

(4)講習会

1回 目 上記(1)の結果

2回 目 モデ ル店検査 結 果に基

づ くチ ェク リス トの作成等

(2)細菌数は、大豆の浸漬工程 で104～6、 加熱 で10オ ーダ に低下す るが、

凝固後103～4

(3)大腸菌群 は加熱後検 出され な く、サルモネ ラ、黄色 ブ ドウ球菌 、大腸菌

はまった く検 出 され なか った 。

(4)嫌気性 芽胞 数は、原料大豆か ら検出 された

(5)井戸水 を使用 しているため、年間水温が16℃ で季 節による変動 は少な

い。ただ、未殺 菌の井 戸水 使用の1施 設 は浸漬後 大豆の菌数 が殺 菌 しせつ

よ り3か ら4オ ーダー高か った

(6)豆乳分 離後 の細 菌数の増 加は、豆乳の品温 が75℃ 前後である ことか ら、

器具か らの二次汚染で ある

(2)拭 き取 り検査の結果

器具類の結果が悪か った。

南

多

摩

給 食セ ンタ
ー にお ける

食 品の温度

管理に つい

て

給食セ ンター(3施 設)が 配送す る

食缶 内の温 度及 び配送 車の コ ンテ

ナ内温度 を継続的 に測定す る。

対象食品:

(1)スー プ類 、(2)サラダ類、(3)炒め物、

(4)焼き物 等

(1)スープ類は、二重構造で内蓋が ある保温容器 に小分 けされて配送 され る

ため、配膳開始 まで65℃ 以上に保たれ ていた

(2)スー プ類以外は、65℃ 以下 になってか ら30分 以内に喫食 されて いな

い場合があ った。回転釜の数の関係等か ら、スー プ類以外 を給食の前半 に

調理 して いることが原因

(3)配膳車は冷蔵車 を導入が1施 設 、冷蔵機能のな い車が2施 設。運搬 時間

は1コ ースあた り15分 か ら30分 。台数の関係で 、給食まで に2時 間を

超 える学校が あった 。

町

田

スチー ムコ

ンベ ックで

加熱調 理 を

行 ったハ ン

バー グの殺

菌効 果につ

いて

対象2施 設(ホ テル宴会用厨 房、
一般飲食店)で 使用する、スチーム

コンベ ック処 理中の ハ ンバ ー グ内

中心温度の経時変 化を測 定 し、サル

モ ネラ、O157が 除去可 能な加熱

条件 か検 討する。

●調理方法

原料(A施 設150g厚 さ15mm、

B施 設:180g厚 さ30mm、 中心

部 を レアで提供)を 表面焙焼後 、真

空包装 しスチームコ ンベ ック(A施

設:70℃ ・70分 、B施 設60℃ ・

50分 冷却後、注文に応 じて湯煎 し

て提供

(1)ハンバー グの中心温 度変化

A施 設:標 準 品は、13～30分 後 に63℃ 、25～62分 後68℃ 達 し、70分 後の

終 了時 は68.1～69.3℃ 。設定温 度70℃ に到達 した ものはなか った。

B施 設:標 準品は、37～45分 後に58℃ 、50分 後の終 了時 は58.8～59.9℃ 。

設定温度60℃ に到達 した ものは なか った。

庫 内温度 はA、B施 設 とも最 大1.5℃ 程度の差が あったが、いずれ もハ ン

バー グの設置場 所による中心温度の差異はなか った 。

(2)細菌検査 結果

A施 設:原 料 肉の一般 細菌数104は 調理後<10、

B施 設:原 料 肉の一般細菌数105は 調理後103と 残存 した

(3)指導内容

サルモネラ及 びO157のD値 か ら、A施 設 は危 害除去が達 成され てい る

が、B施 設は完全に達成 され ていない。

現行よ り、

(1)下処 理工程 を短時間に、

(2)ハンバーグの厚 さを薄 く、

(3)設定温度 を高 く、

(4)処理時間 を長 くす ること等の改善を指導 した。

多
摩
立
川

木綿豆腐製
造中の細菌
数の推移と

菌数低減の
ための改善
方法につい
て

(1)昨 年度結果

学校 給食 用押 し豆腐 の苦情 が 多発

した ため 、原料 の木綿 豆腐 に つい

て、実態調査 を行 ない、

(1)原料豆は十分洗浄後、浸漬冷蔵 保

管 し、再度洗浄後磨砕

(2)機器類は毎 日分解洗浄 。分解 洗浄

の ため製 造ラ イ ンの パイ プは直 線

構造が望 ま しい。

(3)木製の機器 はやめ 、木綿 製布 は洗

浄殺菌乾燥 を十分 行 うこと

につ いて指導 を行 った。

(2)今 年 度

昨年度示 した改善方策 について、同

様の施設 に対 し(18施 設)検 証 し

た

(1)蒸煮釜 出 口及び ろ過機 出 口のパ

イプの拭 き取 り検査

(2)豆乳 、木綿豆腐の細菌検査(20

検体)

(一般 細菌数、大腸菌群 、黄 色 ブ

ドウ球 菌、耐熱性芽胞菌)

(1)パイ プ拭取 り結果

1拭 取 りあた りの細 菌数が100万 を超えたのが6施 設あ った。清掃済み

のパイ プ30拭 取 り中9拭 取 りか ら大腸菌群が検出 された。耐熱性芽胞菌

が40拭 取 り中30拭 取 りか ら103～106の 菌数 で検 出され た。

これ らの結果は、洗浄可能 なパ イプの洗浄を強 く指導 したが、多 くの施設

でパイ プの構造上、湯又は水で洗 い流す程度の洗浄方法 しか出来 ないため

パイ プに 「かす」が残 って汚染の原因となっている と推測 した。

(2)中間製品 ・最終製品検査 結果

細菌数が1万/gを 超えた ものが豆乳の段階で3割 、木綿豆腐 では全体 の6

割 を占めた。大腸菌群は4検 体 の豆乳、12検 体の木綿豆腐か ら検 出され

た。耐熱性芽胞菌が豆乳か ら102～103の 菌数で12検 体 、木綿豆腐 は

20検 体すべ てか ら102～104の 菌数で検 出 され た。

(3)前年度実績比較

多くの施設に おいて前年度指導 点が実施 されて おらず 、結果 は前年 同様 芳

しくなか った。 しか し、4施 設 において検査成績に顕 著な向上がみ られ た

ため、改善点 を調査 した と ころ、パ イプの洗浄が3施 設 、豆の洗浄 が1施

設で あった。特 に成績優 秀な1施 設は、

(1)放置によ る汚れの固化 を防止 するため 、製造完 了後 直ちに洗浄作 業を行

う。

(2)ライ ンの洗浄は、湯 と苛性 ソー ダを併用 し解体可能 な部品 はブラシで洗

浄す る。

(3)布類 、包丁 など熱湯煮沸 後、乾燥す るなど衛生的 な取扱 いがなされ てい

た。
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第三章 保健所における監視指導事業

保
健
所

事業名 内 容 結果の概要

村
山
大
和

洋生菓子製

造施設に お

けるHAC

CP概 念の

導入

対象:洋 生菓 子製造 業(12施 設)

調査内容:

(1)カスター ドク リームの細菌検査

(2)製造工程の調査

(3)講習会

ステ ップ2及 びHACCPシ ステ

ム

(4)HACCPシ ス テム導 入支援(1

施設)
・保健所 と業者 によるHACCPチ

ー ムの編成

・作業工程図、作業 マニュアル、チ

ェック リス トの作 成
・現場調査及 び細 菌検査(食 品13

検体 、拭 き取 り22検 体)
・改善指導

・改善後の細菌検査

・プランの検討

(1)カ スター ドク リームの検査結 果(12検 体)

製造 直後 に収去 したため、概ね 良好

(1)細菌数100/gを 超 えた ものは2検 体

(2)大腸菌群 はすべ て<10(3検 体が陽性)

(3)黄色 ブ ドウ球菌 は増 菌で1検 体が陽性

(4)サルモ ネラはすべ て陰性

(2)カ スター ドク リー ムの製造方法

カス ター ドク リームの加熱は沸騰が 目安。沸騰後の加熱時間(施 設数)

は、直後(1)、10秒 前 後(2)、1分 以 内(2)、2分 以 内(1)、3分 以

内(4)で あった。

ただ し、加熱時間 を正確に測定す る施設 はなか った ことか ら実際には短

い と考え られる。

大腸菌群が陽性 になる理由と しては 、加 熱不足や未殺菌の生ク リームの

混入が考え られる。

(3)作業マニュアルは1施 設も作成 して お らず 、点検チ ェック リス トも作成

は1施 設のみ であ った。(点 検内容 は中心温度 計で温 度 を測定するのみ で、

加 熱時間の記録 はなか った)

(4)全施 設にHACCPシ ステムの導入 を促 し、消極 的であ った1施 設 に対

し、導入 支援を行 った。

(1)汚染区域 と非 汚染区域の明確化

(2)生ク リー ムに使用 する調理器具の衛生的取扱 い等 を指導 し、CCPを カ

ス ター ドク リーム の加 熱工程 と冷却工程に設定 し、プランの導 入を支援 し

た 。

府
中
小
金
井

シルバー 世

代のため の

食品保健教

室の開催結

果について

対象:デ イサー ビス対象者の家族介

護者(通 知合計311名)

在 宅サー ビス セ ン ター 等に出張講

習会(4回)

内容

(1)食中毒予防 につい て

(2)台所の食品衛 生につ いて

資料:平 成11年 に実施 した拭き

取 り検査 の結果

(3)食品の購入時 のポイ ン ト

(4)アンケー ト調査 及びクイズ調査

参加者合計 77名

受講者 は熱心 に聴講 し、生卵、生食用魚介類の保管 、調理方法 の質問や保

健行政 に関す る要 望(保 健所は日曜 日も開庁 してほ しい等)が あった。

(1)ア ンケー ト結 果(複 数回答)

(1)食品の購入時注意事 項

期限 表示89%、 清潔なお店73%

(2)家庭での調理 に気をつけていること

調理前手 を洗 う86%、 包丁 ・まな板の洗 浄80%

(3)お年寄 りの食生活 では じめ に気 をつ けるこ と

栄養面74%、 衛生面49%

(2)ク イズ結果(例)

(1)腸炎 ビブリオに よる食 中毒は新鮮な魚か らは起 きない

(正解率71%)

(2)食品が変色 ・腐敗 して いな ければ食中毒 にかか らない

(正解率89%)

(3)サルモネラ食中毒は卵が原因 となる ことが 多い

(正解率88%)

狛
江
調
布

飲食店等 に

お ける殺 菌

剤 ・消毒 剤

等の使用 実

態調査

対 象:集 団給食(許 可)、 弁当屋 、

仕 出 し屋か ら無作為 に150店 舗 。

アンケー トを送付 し回答 を集計 。

回答数は42施 設 。

内訳:

集団給食16(平 均257食)

仕出 し11(平 均259食)

弁 当屋15(平 均546食)

主なアンケー ト結 果()内 は施設数

(1)薬剤を使用 している(41)う ち、薬 剤別に は洗浄剤 系(29)、 消毒剤

系(28)、 除菌剤系(13)

(2)使用薬剤数 では、最大8種 類(1)、 最少1種 類(7)で 平均1施 設あた

り3.3種 類

施 設別 では集団給食 では、57種 類(平 均3.56種 類)・ 仕出 しでは39

種類(平 均3.55種 類)・ 弁当屋 では35種 類(平 均2.33種 類)

(3)使用方法 は、メー カーの指定どお りが約7割(30)で あった

(4)使用効果 では、とて も効果があったが34%(14)、 まあまあの効果が

66%(27)

(5)誤用 防止対策(約8割 が実施)と して、容器で区別、保管場所で区別等

(6)食品衛生法 にお ける洗浄剤の規制を尊守(36%)、 知 っている(50%)、

知 らない(14%)

三
鷹
武
蔵
野

地方物産展
で販売され

る食品の衛
生実態確認

事業

対象:集 団給 食(許 可)、 弁当屋 、

仕出 し屋か ら無 作為に150店 舗。

ア ンケー トを送 付 し回答 を集計。

回答数は42施 設。

内訳:

集団給食16(平 均257食)

仕出 し11(平 均259食)

弁当屋15(平 均546食)

弁 当、そうざい、菓子 、調味料等合計47検 体 中、6検 体(細 菌検査2、

化学検査4)が 違反 とな り違反率 は12.8%と 高か った 。

違反事例

●11条(ソ ル ビン酸が検 出されたみ そ、二酸化硫黄が検出 され たあんず ・

乾燥果実 、安息香酸 が検 出された佃煮)、

●大腸菌群が検出(試 飲 用お茶、生菓子)
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第三章 保健所における監視指導事業

保
健
所

事業名 内 容 結果の概要

多
摩
小
平

活魚料理を
提供する飲

食店におけ
る海水魚水
槽中の腸炎
ビブリオ汚

染実態調査

(1)実施時期:7月 ～9月

(2)対象:飲 食店23軒(24水 槽)、

卸 売業者等12施 設

(3)実態調査

(1)活魚及び海水の流通ルー ト

(2)海水魚水槽の衛生管理

(3)取扱 い魚種 ・貯留 日数

(4)水槽水 の細 菌検 査及び理化学検

査

(1)実態調査

(1)海水 は、海水は、一般に海辺の井戸か ら汲み 上げた海水(未 殺 菌)を 卸

売 り業者(紫 外線及びオ ゾン等 で殺菌)が 活魚 と共に飲食店(殺 菌装置無

し)に 供給 され る。

(2)活魚水槽の水温は、卸売業者、飲食店とも16～18℃ に設定 され えていた

が、冷却装置 が充分 でな く20℃ を超 える施設 が約4割 あった

(3)海水は、還流 ろ過 によ り浄化 され、人工海水 の使用及び給餌、投薬はな

かった

(4)活魚の貯留 日数 は一般 に2～3日 であった

(2)理化学検査

(1)塩分濃度は平均2.7%、pH7.4で あ り、比較海水 に比べ差はな く、現

状は適正な塩分濃度及 びpHで あ った。

(3)細菌検査

(1)衛生管理上 の汚染指標菌 と して細菌数及び大腸菌群 を検査 したが、細菌

数は平均101/mlオ ー ダーであ った。

大腸菌群は10/72(14%)の 水槽か ら検出 し、その菌数の範囲は0～27個/

mlで あった 。これ らは都の措置基準値(刺 し身)以 下で あり特 に問題は

ない

(2)調理人は魚 の背びれ等に刺 し傷 を負 う機会 が多い こと及び黄色 ブ ドウ球

菌は耐塩性が あることか ら黄色 ブ ドウ球菌を検 査 したが0/27の 水槽 で、

本菌に よる汚 染はなか った 。

(5)腸炎 ビブ リオは2/72(2.8%)の 水槽から検 出 され たが、前回調査(昭

和61、62年 度)結 果16/30(53.3%)の 水槽か ら検 出に比べ 、有意 に改善 さ

れた とい える。

多
摩
東
村
山

病院 ・社会
福祉施設等
給食施設に
おける配膳

車車輪の細
菌汚染実態
調査

給食 施設 の区画 は明確 に してい る

ものの 、配膳車が給食施設の非汚染

作 業区域 と院 内の施設 を往来 して

い る施設 もみ られ る。昼食配膳前の

配膳 車の 車輪 の拭取 り検査及 びア

ンケー トを行 った。

(1)実施期間:4月 か ら8月

(2)対象:病 院21(床 ドライ10)、

社会福祉施設8(床 ドライ6)

(3)拭取 り検査:前 輪(2個 各1/4

ずつ100cm2)、 棚、保 管場所 の床、

給食 施設 の入 り口各10×10cm

を拭取 り1mlに ついて大腸菌群 を

測定 した

(1)ア ンケー ト結 果

(1)配膳車 を給食施設内にいれて いたのは、約半 数の16施 設(社 会福祉 施

設6割 、病院6割)

(2)配膳車は社会福祉施設では各階の食堂、病院 では病室前の廊下 までい く

のが多か った

その うち、給食施設 に入れ るとき車輪の消毒 を実施 していたのは病院 の4

施設 のみ

(2)拭取 り検査 結果

(1)大腸菌群検査(平 均大腸菌群数:個/cm2):車 輪0.67、 保管場 所の床

86.57、 給 食施設入口の床204.09、 棚0.16

(2)配膳車 を給食施設 に入れ るか入れないか、床が ドライ ・ウエ ッ トか、給

食施 設内の非 汚染作業区域 ・汚染作業区域 との区画の有無、 これ らに有意

差はみ られ なかった

島

し

ょ

(大

島

・
三
宅

・
八
丈

)

伊豆諸島に
おける食品

輸送実態調
査

島 しょ地域の食品の大部分 は、東京

等 か ら長 時間 の海上輸 送で流 通 さ

れ る。輸送会社では、貨物輸送約款

で食 品 の腐敗 等に対 し免責 され て

い るものの 、ドライアイスで冷却 し

た保冷 コンテナ と冷凍 コンテナ(電

力)を 提供 している。輸送 中の温度

管理 に ついて 、今年度 も大島 航路

(所要航海時間約12時 間)及 び八

丈航路(所 要航海時間約11時 間)

に つい てコ ンテナ内温 度及び 品温

の実態調査 を実施 した。(5月 実施)

(1)貨物表 面平均温度(測 定箇所3～18)

大島航 路 普通 コンテナ(以 下 「コンテナ」 省略)17.5℃ 、保冷15.1℃ 、

冷凍-6.5℃

八丈航路 普通21.6℃ 、保 冷15.6℃ 、冷凍-2.3℃

(2)コ ンテ ナ内部温度

大島航 路:普 通15℃ 、保 冷15℃ 、冷凍-4℃

八丈航 路:普 通15℃ 、保 冷12℃ 、冷凍-9℃

(3)輸送会社 に対する主 な指導
・保 冷及 び冷凍 コンテナの充実 を図る こと ・貨 物量に あった冷却剤 の用

意 ・搬入の際の扉の開閉 を短時間ですること ・冷凍 コンテナの電源 を荷受

け時 か ら常 にいれ ておくこと
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